
随意契約結果及び契約の内容

業    務    の    名    称

業      務      概      要

契  約  担  当  官  等  の
氏  名  並  び  に  そ  の
所  属  す  る  部  局  の
名  称  及  び  所  在  地

契    約    年    月    日

契    約    業    者    名

契  約  業  者  の  住  所

契      約      金      額

予      定      価      格

随意契約によることとした理由

業      務      場      所

業      種      区      分

履   行   期   間  （ 自 ）

履   行   期   間  （ 至 ）

備                      考

平成３１年度　富士海岸沿岸侵食対策検討業務

計画準備　1式、現状評価　1式、土砂流出防止工の効果検証　1式 
、樋管閉塞対策工の効果検証　1式、長寿命化計画の検討　1式、富
士海岸全体施設計画の見直し　1式                             

分任支出負担行為担当官沼津河川国道事務所長  藤井　和久

沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成３１年　４月１８日

（株）東京建設コンサルタント　中部支社

愛知県名古屋市中区錦２－５－５

４２,０７５,０００ 円（税込み）

４２,０７５,０００ 円（税込み）

〈 簡易公募型プロポーザル方式（拡大） 〉　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　本業務は、土砂流出防止工の効果検証を行うとともに、海岸環境の保全・防
護機能等の観点から、海岸の土砂を動的に安定させることを前提とした沿岸侵
食対策ならびに長寿命化計画の検討を行うものである。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　上記業者は企画提案書の提出があった３者のうち、企業及び配置予定管理技
術者の実績・信頼度、業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案に
ついて、総合的に評価を行った結果、求める業務内容等に合致し最も優れてい
ることから、特定したものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
適用法令：会計法第２９条の３第４項　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

土木関係建設コンサルタント業務

平成３１年　４月１９日

令和　２年　２月２８日

随意契約結果及び契約の内容

業    務    の    名    称

業      務      概      要

契  約  担  当  官  等  の
氏  名  並  び  に  そ  の
所  属  す  る  部  局  の
名  称  及  び  所  在  地

契    約    年    月    日

契    約    業    者    名

契  約  業  者  の  住  所

契      約      金      額

予      定      価      格

随意契約によることとした理由

業      務      場      所

業      種      区      分

履   行   期   間  （ 自 ）

履   行   期   間  （ 至 ）

備                      考

平成３１年度　富士海岸沿岸侵食対策検討業務

計画準備　1式、現状評価　1式、土砂流出防止工の効果検証　1式 
、樋管閉塞対策工の効果検証　1式、長寿命化計画の検討　1式、富
士海岸全体施設計画の見直し　1式                             

分任支出負担行為担当官沼津河川国道事務所長  藤井　和久

沼津市下香貫外原３２４４番地の２

平成３１年　４月１８日

（株）東京建設コンサルタント　中部支社

愛知県名古屋市中区錦２－５－５

４２,０７５,０００ 円（税込み）

４２,０７５,０００ 円（税込み）

〈 簡易公募型プロポーザル方式（拡大） 〉　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　本業務は、土砂流出防止工の効果検証を行うとともに、海岸環境の保全・防
護機能等の観点から、海岸の土砂を動的に安定させることを前提とした沿岸侵
食対策ならびに長寿命化計画の検討を行うものである。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　上記業者は企画提案書の提出があった３者のうち、企業及び配置予定管理技
術者の実績・信頼度、業務の実施方針・実施体制、特定テーマに対する提案に
ついて、総合的に評価を行った結果、求める業務内容等に合致し最も優れてい
ることから、特定したものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
適用法令：会計法第２９条の３第４項　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

土木関係建設コンサルタント業務

平成３１年　４月１９日

令和　２年　２月２８日




